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○ 

国
地
方
係
争
処
理
委
員
会
の
審
査
の
手
続
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
三
年
国
地
方
係
争
処
理
委
員
会
規
則
） 

 
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
七
十
四
条
の
五
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
地
方
係
争
処
理

委
員
会
の
審
査
の
手
続
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 

第
一
章 
総
則 

 

（
趣
旨
） 

 

第
一
条 

国
地
方
係
争
処
理
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
が
行
う
審
査
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
及
び
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十

六
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 
 
 

 
 
 

第
二
章 

委
員 

  
 

（
職
務
の
執
行
） 

 
 

第
二
条 

委
員
は
、
何
人
か
ら
も
指
示
を
受
け
ず
、
良
心
に
従
い
、
か
つ
、
法
令
に
基
づ
い
て
そ
の
職
務
を
執
行
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 
 

（
委
員
の
回
避
） 

 
 

第
三
条 

委
員
は
、
法
第
二
百
五
十
条
の
九
第
十
六
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
委
員
長
の
許
可
を
得
て
、
回
避
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

資料５ 
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第
三
章 

国
の
関
与
に
関
す
る
審
査
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
の
審
査 

 
 
 
 

第
一
節 

審
査
の
手
続 

（
審
査
の
開
始
） 

 
 

第
四
条 
委
員
会
は
、
法
第
二
百
五
十
条
の
十
三
に
規
定
す
る
国
の
関
与
に
関
す
る
審
査
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、 

速
や
か
に
審
査
の
た
め
の
手
続
を
開
始
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
審
査
申
出
書
の
補
正
） 

 
 

第
五
条 

審
査
申
出
書
が
令
第
百
七
十
四
条
の
三
の
規
定
に
違
反
す
る
場
合
に
は
、
委
員
長
は
、
相
当
の
期
間
を
定
め
、

そ
の
期
間
内
に
不
備
を
補
正
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

（
答
弁
書
の
提
出
） 

 
 

第
六
条 

委
員
長
は
、
法
第
二
百
五
十
条
の
十
三
に
規
定
す
る
国
の
関
与
に
関
す
る
審
査
の
申
出
が
適
法
に
行
わ
れ
た
場

合
に
は
、
審
査
申
出
書
の
写
し
を
相
手
方
で
あ
る
国
の
行
政
庁
に
送
付
し
、
相
当
の
期
間
を
定
め
て
答
弁
書
の
提
出
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

２ 

答
弁
書
は
、
正
副
二
通
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

３ 

委
員
長
は
、
相
手
方
で
あ
る
国
の
行
政
庁
か
ら
答
弁
書
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
は
、
そ
の
副
本
を
当
該
審
査
の
申
出

を
行
っ
た
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
そ
の
他
の
執
行
機
関
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
反
論
書
の
提
出
） 

 
 

第
七
条 

審
査
の
申
出
を
行
っ
た
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
そ
の
他
の
執
行
機
関
は
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
答
弁

書
の
副
本
の
送
付
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
に
対
す
る
反
論
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

委
員
長
が
、
反
論
書
を
提
出
す
べ
き
相
当
の
期
間
を
定
め
た
と
き
は
、
そ
の
期
間
内
に
こ
れ
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
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な
い
。 

 

（
審
査
期
日
） 

 
 

第
八
条 

委
員
会
の
審
査
期
日
は
、
委
員
長
が
こ
れ
を
定
め
る
。 
 
 

２ 

委
員
会
は
、
審
査
の
申
出
を
行
っ
た
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
そ
の
他
の
執
行
機
関
及
び
相
手
方
で
あ
る
国
の
行
政

庁
（
以
下
「
当
事
者
」
と
い
う
。
）
に
出
席
を
求
め
る
場
合
に
は
、
委
員
会
の
審
査
期
日
及
び
場
所
並
び
に
出
席
を
求
め

る
旨
を
記
載
し
た
通
知
書
を
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

３ 

委
員
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
委
員
会
の
審
査
期
日
及
び
場
所
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
事
者
の
出
席
す
る
予
定
が
な
い
と
き
を
除
き
、
委
員
会
は
、
そ
の
審
査
期
日
及
び
場
所

を
、
当
該
当
事
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
関
係
行
政
機
関
の
参
加
） 

 
 

第
九
条 

法
第
二
百
五
十
条
の
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
当
事
者
又
は
関
係
行
政
機
関
に
よ
る
関
係
行
政
機
関
の
審
査
手

続
へ
の
参
加
の
申
立
て
は
、
参
加
理
由
を
記
載
し
た
書
面
を
も
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

２ 

委
員
会
は
、
前
項
の
申
立
て
に
よ
り
関
係
行
政
機
関
の
参
加
を
認
め
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
事
者
、
当
該
関
係
行

政
機
関
及
び
法
第
二
百
五
十
条
の
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
参
加
行
政
機
関
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

３ 

委
員
会
は
、
法
第
二
百
五
十
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
関
係
行
政
機
関
を
職
権
で
審
査
手
続
に
参
加
さ 

せ
る
場
合
に
は
前
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

 
 

４ 

前
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
関
係
行
政
機
関
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
代
理
人
の
選
任
及
び
解
任
の
届
出
） 

 
 

第
十
条 

当
事
者
及
び
参
加
行
政
機
関
（
以
下
「
当
事
者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
代
理
人
を
選
任
し
た
と
き
は
、
書
面
を
も

っ
て
そ
の
者
の
氏
名
及
び
職
業
を
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
解
任
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 
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（
当
事
者
等
が
作
成
し
た
書
面
の
送
付
） 

 
第
十
一
条 

当
事
者
等
は
、
委
員
会
に
提
出
し
た
す
べ
て
の
書
面
を
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
他
の
当
事
者
等
に
送
付
し
な
け 

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
送
付
を
受
け
た
当
事
者
等
は
、
当
該
書
面
を
受
領
し
た
旨
を
記
載
し
た
書
面
を
委
員
会 

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 
 
 
 
 
 

第
二
節 
当
事
者
等
が
審
査
に
出
席
す
る
場
合
の
手
続 

（
審
査
の
公
開
） 

 
 

第
十
二
条 

当
事
者
等
が
出
席
す
る
審
査
は
、
公
開
す
る
。
た
だ
し
、
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
公
正
か
つ
中
立
な
審
議

に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
そ
の
他
委
員
会
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
公
開
し
な
い
こ

と
が
で
き
る
。 

 
 

（
秩
序
の
維
持
） 

 
 

第
十
三
条 

審
査
期
日
に
お
け
る
秩
序
の
維
持
は
、
委
員
長
が
行
う
。 

 
 

２ 

委
員
長
は
、
当
事
者
等
が
行
う
陳
述
が
既
に
な
し
た
陳
述
と
重
複
し
、
又
は
審
査
に
係
る
事
案
と
関
係
の
な
い
事
項

に
わ
た
る
と
き
そ
の
他
特
に
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

３ 

委
員
長
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
審
査
手
続
の
円
滑
な
進
行
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
こ 

と
が
で
き
る
。 

 

 
 

（
出
席
者
の
発
言
） 

 
 

第
十
四
条 

審
査
に
出
席
し
た
者
が
発
言
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
委
員
長
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

審
査
に
出
席
し
た
者
の
陳
述
は
、
事
案
の
範
囲
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。 
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（
釈
明
及
び
発
問
） 

 
 

 
第
十
五
条 

委
員
長
及
び
委
員
は
、
事
実
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
当
事
者
等
に
対
し
、
発
問
し
、
又
は
立
証
を
促 

す
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

２ 

当
事
者
等
は
、
他
の
当
事
者
等
の
陳
述
の
趣
旨
が
明
ら
か
で
な
い
と
き
は
、
委
員
長
に
発
問
を
求
め
、
又
は
委
員
長

の
許
可
を
得
て
直
接
に
相
手
方
に
発
問
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 
 
 
 

第
三
節 
証
拠
調
べ 

 
 

（
証
拠
調
べ
の
申
立
て
） 

 
 

第
十
六
条 

法
第
二
百
五
十
条
の
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
証
拠
調
べ
の
申
立
て
は
文
書
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 
 

（
証
拠
調
べ
の
申
立
て
の
期
限
） 
 
 

第
十
七
条 

委
員
会
は
、
証
拠
申
立
て
が
で
き
る
期
限
を
定
め
て
、
当
事
者
等
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

（
証
拠
調
べ
の
申
立
て
の
採
否
） 

 
 

第
十
八
条 

委
員
会
は
、
法
第
二
百
五
十
条
の
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
証
拠
調
べ
の
申
立
て
が
あ
っ
た
場
合
に
は
そ
の

採
否
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
職
権
で
証
拠
調
べ
を
行
う
場
合
に
は
そ
の
決
定
に
つ
い
て
、
当
事
者
等
に
通
知

す
る
も
の
と
す
る
。 

 

 
 

（
参
考
人
の
陳
述
の
申
立
て
） 

 

第
十
九
条 

法
第
二
百
五
十
条
の
十
六
第
一
項
第
一
号
に
基
づ
く
参
考
人
の
陳
述
の
申
立
て
は
、
陳
述
を
求
め
よ
う
と
す

る
事
項
を
明
示
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 
 

（
鑑
定
の
申
立
て
） 

 
 

第
二
十
条 

法
第
二
百
五
十
条
の
十
六
第
一
項
第
一
号
に
基
づ
く
鑑
定
の
申
立
て
は
、
鑑
定
を
求
め
よ
う
と
す
る
事
項
を 
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明
示
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

（
呼
出
状
） 

 
 

第
二
十
一
条 

委
員
会
は
、
参
考
人
又
は
鑑
定
人
に
出
席
を
求
め
る
と
き
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
呼
出
状 

に
よ
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

一 

事
案
の
要
旨 

 
 

 

二 

出
席
す
べ
き
日
時
及
び
場
所 

 
 

 

三 

陳
述
又
は
鑑
定
を
求
め
よ
う
と
す
る
事
項 
 
 

 

四 

そ
の
他
必
要
と
認
め
る
事
項 

 

 
 

（
参
考
人
の
審
尋
） 

 

第
二
十
二
条 

参
考
人
の
審
尋
に
つ
い
て
は
、
委
員
会
が
特
に
必
要
と
認
め
る
場
合
に
は
、
当
事
者
等
を
立
ち
会
わ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
事
者
等
は
、
委
員
長
の
許
可
を
得
て
、
参
考
人
を
審
尋
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

 

 
 

（
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
の
申
立
て
） 

 
 

第
二
十
三
条 

当
事
者
等
が
、
法
第
二
百
五
十
条
の
十
六
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
の
申

立
て
を
行
う
と
き
は
、
文
書
又
は
口
頭
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
明
示
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

一 

書
類
そ
の
他
の
物
件
の
表
示 

 
 

 

二 

書
類
そ
の
他
の
物
件
の
所
在
及
び
所
持
人 

 
 

 

三 

証
明
し
よ
う
と
す
る
事
実 

 

 
 

（
留
置
物
の
還
付
） 

 
 

第
二
十
四
条 

留
置
物
で
留
置
の
必
要
が
な
く
な
っ
た
も
の
は
、
速
や
か
に
こ
れ
を
還
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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（
検
証
の
申
立
て
） 

 
 

第
二
十
五
条 

法
第
二
百
五
十
条
の
十
六
第
一
項
第
三
号
に
基
づ
く
検
証
の
申
立
て
は
、
検
証
の
場
所
及
び
目
的
を
明
示 

し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

２ 

検
証
に
つ
い
て
は
、
委
員
会
が
特
に
必
要
と
認
め
る
場
合
に
は
、
当
事
者
等
を
立
ち
会
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

 
 

（
当
事
者
等
の
職
員
の
審
尋
） 

 

第
二
十
六
条 
第
十
九
条
、
第
二
十
一
条
及
び
第
二
十
二
条
の
規
定
は
、
法
第
二
百
五
十
条
の
十
六
第
一
項
第
四
号
に
規

定
す
る
当
事
者
等
の
職
員
の
審
尋
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
。 

 

 
 

（
証
拠
の
提
出
） 

 

第
二
十
七
条 

当
事
者
等
は
、
法
第
二
百
五
十
条
の
十
六
第
二
項
に
規
定
す
る
証
拠
の
提
出
に
つ
い
て
、
委
員
会
が
証
拠

を
提
出
す
べ
き
相
当
の
期
間
を
定
め
た
と
き
は
、
そ
の
期
間
内
に
こ
れ
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 
 

（
委
員
に
よ
る
証
拠
調
べ
） 
 
 

第
二
十
八
条 

委
員
会
は
、
令
第
百
七
十
四
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
委
員
に
証
拠
調
べ
を
行
わ
せ
る
と
き
は
、
委
員
会
の

審
査
期
日
外
に
お
い
て
も
こ
れ
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

 
 

（
閲
覧
） 

 
 

第
二
十
九
条 

当
事
者
等
は
、
委
員
会
に
対
し
、
他
の
当
事
者
等
か
ら
提
出
さ
れ
た
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
閲
覧
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
委
員
会
は
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
閲
覧
を
拒
む

こ
と
が
で
き
な
い
。 

 
 

２ 

委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
閲
覧
に
つ
い
て
、
日
時
及
び
場
所
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 
 

 
 
 
 

第
四
節 

審
査
の
申
出
の
取
下
げ 
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（
当
事
者
等
へ
の
通
知
） 

 
 

第
三
十
条 

委
員
会
は
、
法
第
二
百
五
十
条
の
十
七
の
規
定
に
よ
る
審
査
の
申
出
の
取
下
げ
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
速

や
か
に
そ
の
旨
を
他
の
当
事
者
等
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 
 
 
 

第
五
節 

電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
提
出
等
の
手
続
等 

 
 

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
提
出
等
の
手
続
の
方
式
等
） 

 

第
三
十
一
条 

こ
の
規
則
に
規
定
す
る
提
出
、
送
付
、
申
立
て
及
び
届
出
の
手
続
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て

「
提
出
等
の
手
続
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
書
面
等
（
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
答
弁
書
、
第
七
条
に
規
定
す
る
反
論

書
、
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
通
知
書
、
第
九
条
第
一
項
、
第
十
条
及
び
第
十
一
条
に
規
定
す
る
書
面
並
び
に
第
十

六
条
及
び
第
二
十
三
条
に
規
定
す
る
文
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

こ
の
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
電
子
情
報
処
理
組
織
（
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
を
使
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
提
出
等
の
手
続
を
行
う
者
は
、
当
該
提
出
等
の
手
続
を
書
面

等
に
よ
り
行
う
と
き
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
、
そ
の
手
続
を
行
う
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機

か
ら
入
力
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
提
出
等
の
手
続
を
行
う
者
は
、
入
力
す
る
事
項
に
つ
い
て

の
情
報
に
電
子
署
名
（
総
務
省
関
係
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
四
十
八
号
）
第
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
電
子
署
名
を
い
う
。
）
を
行
い
、

当
該
電
子
署
名
を
行
っ
た
者
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
証
す
る
電
子
証
明
書
（
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
電
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子
証
明
書
を
い
う
。
）
と
併
せ
て
こ
れ
を
送
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
提
出
等
の
手
続
の
効
果
等
） 

 
第
三
十
二
条 

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
提
出
等
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
書
面
等
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と

み
な
し
て
、
こ
の
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

 

２ 

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
答
弁
書
の
提
出
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
答
弁
書

の
正
副
二
通
が
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

 

３ 

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
提
出
等
の
手
続
は
、
そ
の
相
手
方
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ

た
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
が
さ
れ
た
時
に
当
該
相
手
方
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

 
 

（
審
査
の
申
出
が
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
特
例
） 

 

第
三
十
三
条 

法
第
二
百
五
十
条
の
十
三
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
国
の
関
与
に
関
す
る
審
査
の
申
出
が
電

子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
審
査
申
出
書
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
に
つ
い

て
の
情
報
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
相
手
方
で
あ
る
国
の
行
政
庁
に
送
信
す
る
こ
と
を
も
っ
て
第
六
条
第
一

項
に
規
定
す
る
審
査
申
出
書
の
写
し
の
送
付
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

２ 

第
三
十
一
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
送
信
す
る
場
合
に
つ
い
て 

準
用
す
る
。 


